
○
過

疎
地

域
で

は
、

サ
ー

ビ
ス

提
供

の
た

め
の

移
動

に
時

間
が

か
か

り
、

効
率

的
な

サ
ー

ビ
ス

提
供

が
行

え
ず

、
採

算
が

取
れ

な
い

と
い

っ
た

経
営

面
の

課
題

が
あ

る
た

め
、

訪
問

看
護

ス
テ

ー
シ

ョ
ン

の
設

置
が

進
ん

で
い

な
い

。
こ

の
た

め
、

過
疎

地
域

に
お

い
て

も
訪

問
看

護
ス

テ
ー

シ
ョ

ン
の

開
業

要
件

で
あ

る
看

護
師

等
の

配
置

基
準

（
現

状
で

は
常

勤
換

算
2
.5

人
）

の
緩

和
を

し
て

開
業

を
促

す
。

訪
問

看
護

ス
テ

ー
シ

ョ
ン

の
開

業
要

件
の

緩
和

に
つ

い
て

提
案

の
概

要

○
訪

問
看

護
の

確
保

が
著

し
く

困
難

な
離

島
等

の
地

域
（

※
）
で

市
町

村
が

必
要

と
認

め
る

場
合

に
お

い
て

、
現

行
制

度
で

は
、

通
常

の
人

員
基

準
を

満
た

さ
な

く
と

も
サ

ー
ビ

ス
提

供
が

可
能

と
な

っ
て

お
り

､
規

制
緩

和
を

し
な

く
て

も
､
本

提
案

内
容

を
実

現
す

る
こ

と
は

可
能

で
あ

る
。

※
離

島
振

興
法

に
よ

り
指

定
さ

れ
た

離
島

振
興

対
策

実
施

地
域

、
奄

美
群

島
振

興
開

発
特

別
措

置
法

に
規

定
す

る
奄

美

群
島

、
山

村
振

興
法

に
よ

り
指

定
さ

れ
た

振
興

山
村

な
ど

○
本

要
望

に
提

示
さ

れ
て

い
る

「
サ

ー
ビ

ス
提

供
の

た
め

の
移

動
に

時
間

が
か

か
り

、
効

率
的

な
サ

ー
ビ

ス
提

供
が

行
う

こ
と

が
で

き
な

い
」

と
い

っ
た

課
題

に
つ

い
て

は
、

移
動

に
掛

か
る

時
間

や
コ

ス
ト

の
削

減
を

見
込

ま
れ

る
サ

テ
ラ

イ
ト

（
※

）
を

設
置

す
る

こ
と

で
、

経
営

状
況

の
改

善
を

図
る

こ
と

が
可

能
と

な
っ

て
い

る
。

厚
生

労
働

省
と

し
て

は
、

サ
テ

ラ
イ

ト
の

設
置

等
に

当
た

っ
て

、
「

地
域

医
療

介
護

総
合

確
保

基
金

」
を

活
用

し
て

開
設

費
用

に
充

当
す

る
こ

と
が

可
能

と
な

っ
て

い
る

。
※

現
行

制
度

に
お

い
て

も
、

事
業

所
全

体
で

常
勤

換
算

2
.5

人
以

上
の

基
準

を
満

た
し

て
い

れ
ば

、
サ

テ
ラ

イ
ト

を
設

置
し

、
訪

問
看

護
を

提
供

す
る

こ
と

が
可

能

厚
生

労
働

省
と

し
て

の
考

え
方

1
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2

○
さ

ら
に

、
訪

問
看

護
ス

テ
ー

シ
ョ

ン
の

人
員

基
準

の
緩

和
に

つ
い

て
、

規
制

・
制

度
改

革
に

係
る

対
応

（
平

成
2
3
年

７
月

2
2
日

閣
議

決
定

「
規

制
・

制
度

改
革

に
係

る
追

加
方

針
」

）
を

踏
ま

え
、

東
日

本
大

震
災

の
被

災
地

に
お

い
て

は
、

平
成

2
3
年

４
月

よ
り

常
勤

で
１

人
以

上
に

緩
和

す
る

特
例

措
置

を
講

じ
た

経
緯

が
あ

る
。

○
本

来
、

訪
問

看
護

は
、

利
用

者
の

ニ
ー

ズ
に

応
じ

て
、

基
本

的
に

2
4
時

間
対

応
可

能
な

体
制

を
整

備
す

る
必

要
が

あ
る

。
実

際
に

上
記

の
特

例
措

置
を

利
用

し
た

事
業

所
は

あ
っ

た
も

の
の

、
書

類
の

不
備

や
記

録
の

未
実

施
等

、
看

護
職

員
１

人
で

の
対

応
が

困
難

と
な

り
、

結
果

的
に

常
勤

換
算

2
.5

人
以

上
を

要
件

と
す

る
通

常
の

指
定

を
受

け
る

こ
と

と
な

っ
た

。
こ

う
し

た
被

災
地

で
の

特
例

措
置

の
状

況
を

踏
ま

え
、

社
会

保
障

審
議

会
介

護
給

付
費

分
科

会
に

お
い

て
、

常
勤

換
算

2
.5

人
以

上
の

配
置

を
求

め
る

現
行

の
基

準
を

維
持

す
べ

き
と

の
結

論
（

平
成

2
5
年

３
月

８
日

諮
問

答
申

）
を

得
て

、
被

災
地

に
係

る
特

例
措

置
を

廃
止

し
て

い
る

。

○
よ

っ
て

、
人

員
基

準
を

緩
和

し
た

訪
問

看
護

ス
テ

ー
シ

ョ
ン

で
は

、
2
4
時

間
対

応
可

能
な

体
制

の
整

備
等

が
困

難
で

あ
り

、
療

養
生

活
に

あ
る

中
重

度
要

介
護

者
の

ニ
ー

ズ
に

対
し

て
、

十
分

な
対

応
が

で
き

な
い

こ
と

か
ら

、
本

提
案

内
容

に
あ

る
基

準
の

緩
和

は
適

切
で

は
な

い
。
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訪
問

看
護

の
概

況
（

利
用

者
数

・
事

業
所

数
）

【
訪

問
看

護
ス

テ
ー

シ
ョ

ン
数

の
年

次
推

移
】

【
訪

問
看

護
利

用
者

数
の

年
次

推
移

（
千

人
）
】

出
典

：
厚

生
労

働
省

「
介

護
給

付
費

実
態

調
査

」
（
各

年
４

月
審

査
分

）

○
訪

問
看

護
の

利
用

者
数

は
約

3
8
6
.6

千
人

、
訪

問
看

護
ス

テ
ー

シ
ョ

ン
数

は
7
,7

3
9
ヶ

所
（
平

成
2
7
年

4
月

審
査

分
）
。

と
も

に
増

加
傾

向
に

あ
り

、
ス

テ
ー

シ
ョ

ン
数

に
つ

い
て

は
近

年
の

増
加

が
著

し
い

。
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(※
)平

成
18

年
ま

で
は

「
要

支
援

」
を

、
平

成
19

年
及

び
平

成
20

年
に

お
い

て
は

「
経

過
的

要
介

護
」
を

指
す

。
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以

上
5人

未
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上
7.

5人
未
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7.
5人

以
上 0件

1件
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上
5件

未
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5件
以

上
10

件
未

満
10

件
以

上

(N
=3

10
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(N
=4

00
)

(N
=6

64
)

(N
=1

71
)

○
訪

問
看

護
ス

テ
ー

シ
ョ

ン
の

規
模

が
大

き
く
な

る
ほ

ど
、

看
護

職
員

１
人

当
た

り
の

訪
問

件
数

・
在

宅
に

お
け

る
看

取
り

件
数

、
夜

間
・
深

夜
・
早

朝
訪

問
件

数
が

多
く
な

り
、

事
業

所
の

収
支

の
状

況
が

黒
字

に
な

る
傾

向
が

あ
る

。

【
①

訪
問

看
護

ス
テ

ー
シ

ョ
ン

規
模

別
看

護
職

員
１

人
当

た
り

訪
問

件
数

/
月

】
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以
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3人
未

満

3人
以

上
5人

未
満

5人
以

上
7.

5人
未

満

7.
5人

以
上 40

件
未

満
40

件
以

上
60

件
未

満
60

件
以

上
80

件
未

満
80

件
以

上

(N
=6

71
)

(N
=4

01
)

(N
=3

14
)

(N
=1

70
)

出
典

：
①

～
③

平
成

2
0
年

度
老

人
保

健
健

康
増

進
等

事
業

「
訪

問
看

護
事

業
所

数
の

減
少

要
因

の
分

析
及

び
対

応
策

の
あ

り
方

に
関

す
る

調
査

研
究

事
業

」
(社

)日
本

看
護

協
会

④
平

成
2
4
年

度
厚

生
労

働
省

老
人

保
健

事
業

推
進

費
補

助
金

「
訪

問
看

護
の

基
盤

強
化

に
関

す
る

調
査

研
究

事
業

」
三

菱
U

F
J
リ

サ
ー

チ
＆

コ
ン

サ
ル

テ
ィ

ン
グ

【
②

訪
問

看
護

ス
テ

ー
シ

ョ
ン

規
模

別
看

護
職

員
１

人
当

た
り

在
宅

看
取

り
数
/
年

】

【
③

訪
問

看
護

ス
テ

ー
シ

ョ
ン

規
模

別
夜

間
・
深

夜
・
早

朝
訪

問
件

数
/
月

】

訪
問

看
護

サ
ー

ビ
ス
の

状
況

（
事

業
所

規
模

毎
の

サ
ー

ビ
ス
提

供
状

況
等

）
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1.
0人
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1.
0人

以
上
2.
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未
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2.
0人

以
上

4

【
④

訪
問

看
護

ス
テ

ー
シ

ョ
ン

規
模

別
収

支
状

況
】

43
.4
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.4
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3.
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5.
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0人

以
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7.
5人
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7.
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以
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(n
=1
55

）

黒
字

ほ
ぼ

均
衡

し
て

い
る
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